
都市計画法第34条第12号の規定に基づく指定区域制度
の手続き方法について（概要版）

平成26年度より運用を開始している都市計画法第34条第12号の規定に基づく指定区域制度
について、円滑な区域の指定に向け、下記の流れに沿って事務手続きを進めます。

１．指定区域に係る事前相談
 事業目的が指定区域制度の基本的な事項として、上位計画との適合、指定道路の沿道、
開発予定区域の地目及び予定建築物の用途等が適切なものであるかを確認させていただ
きます。

 調整で生じた確認事項や条件等によっては、事業実施が困難な場合も考えられるため、
事前に事業計画者等が関係部署（※）に事業実施の可能性についての相談をしていただ
き、関係部署への相談時には、打合せ記録を作成してください。

※P３：関係部署一覧を参考

【注意事項】
事業計画者等からの相談時に、以前に同一事業計画者等から指定区域申出書の提出を受け、指定

区域とした場所について、法第36条第３項の規定に基づく完了公告まで至っていない場合は、指定

区域に係る事前相談は受けることができません。

５．指定区域の手続き
 指定区域申出書の審査が完了した案件は、直近の日高市都市計画審議会へ付議します。
 日高市都市計画審議会での意見及び指定区域に関する結果については、事業計画者等
へ通知しますので、意見内容等を踏まえて、事業計画を精査してください。

４．指定区域申出書の審査
 事前相談により提出された関係部署との打ち合わせ記録に基づき、書類等の内容と整
合が図れているかの確認をさせていただきます。

 内容が乖離している場合は、理由の確認を行い、状況によっては関係部署との再打ち
合わせを行っていただきます。

 関係部署からの意見をまとめ、事業計画者等に対して意見に関する回答（回答提出期
限は、概ね２週間）を依頼します。

 提出期限内に回答が無い場合や意見に関する回答がまとまらない場合は、次回以降の
申出期間での対応となります。

２．指定区域申出書の提出
都市計画課及び関係部署との相談の結果、産業用地の活用に見込みがあり、指定区域に

関する手続きを進める意思がある場合は、指定区域申出書の提出に向けて、必要書類等
（※）を準備してください。
※P４：提出書類チェックリストを参考

３．指定区域申出書の受理及び申出期間
 指定区域申出書の申出期間は、３月１日から３月下旬と８月１日から８月下旬の年２
回となります。

 各申出期間前までに事前相談が完了しない案件や各申出期間内に提出書類等に不足が
生じた場合は、次回以降の申出期間での受理となります。

６．進捗状況の報告
 都市計画法第36条第３項の規定に基づく開発行為完了公告までには期間を要するため、
建築物の建築が完了するまでは、年度初めに進捗状況、竣工予定日及び稼働予定日の報
告をしてください。
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７．手続きのフロー
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お問い合わせ
日高市 都市整備部 都市計画課（本庁舎３階）
電話 ：０４２－９８９－２１１１
E-mail :tosikeikaku@city.hidaka.lg.jp
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